
・R6年度報酬改定の主な改正について

（令和６年度障害福祉サービス等報酬改定（障害児支援
関係）改定事項の概要
（令和６年４月１日 こども家庭庁支援局障害児支援課
作成）より抜粋）



























令和７年度の主な変更点①

・機能強化型の基本報酬(Ⅰ)～(Ⅲ)を算定するためには、以下の要件①と②

を必ず満たすことが必要。

①協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必要

な取組を実施していること。

②基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画し

ていること。

※令和７年３月３１日までの間は経過措置として、①、②の要件を満たし

ているものとみなされていた。

報酬について（６）



令和７年度の主な変更点②

・感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の

場合、業務継続計画未策定減算を適用。

※令和７年３月３１日までの間は経過措置として、減算の適用なし。

報酬について（７）



令和８年度報酬改定における改定事項

・処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援及び

　地域相談支援に処遇改善加算を新設

　※令和８年６月から

　　報酬について（８）



１（１）処遇改善加算の拡充①

加算Ⅱイ
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令和８年度特例要件
を満たし加算Ⅰロ・Ⅱロへ

令和８年度特例要件を満たし加算Ⅱロへ
※キャリアパス要件Ⅰ～Ⅳ及び職場環境等
要件の令和８年度中の対応の誓約でも可。
実績報告書において対応の実施を確認。

要件（※）を
満たし加算Ⅱイへ

※キャリアパス要件Ⅳ・職
場環境等要件の更なる取組

加算Ⅰイ

②上乗せ

取得なしキャリアパス要
件等の要件

OR

OR

現行の処遇改善加算の対象サービス

新たに処遇改善加算の対象となるサービス
（計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援）

③処遇改善加算を新設

取得なし

令和８年度特例要件

処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件）

※令和８年度中の対応の誓約でも可。実績
報告書において対応の実施を確認。
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○ 福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に、幅広く月1.0万円（3.3％）の賃上げを実現する措置を実施するととも
に、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円（1.0％）の上乗せ措置を実施する。 
※ 合計で、福祉・介護職員について最大月1.9万円（6.3％）の賃上げ（定期昇給0.6万円込み）が実現する措置

○ 具体的には以下の措置を講じる（併せて申請事務負担等を考慮した配慮措置を講じる）。【告示改正・令和８年６月施行 】
① 今回から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大する（加算率の引上げ）
② 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける（加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ）
③ 処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設する

 ④ ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組を後押しするために必要な措置を講ずる。

注）令和８年度特例要件
：ア・イのいずれか及びウを満たすこと

 ア）職場環境等要件の生産性向上に関する取組を５以上
（⑱㉑必須）

 イ）社会福祉連携推進法人に所属していること
 ウ）加算Ⅱロ相当の加算額の１／２以上を月給賃金で配分
（※）ア・ウの要件は令和８年度中の対応の誓約で可。

実績報告書において対応の実施を確認。

概要
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単位数

※ 福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。
加算率は、サービス毎の常勤換算職員数に基づき設定。

１（１）処遇改善加算の拡充②

サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ
Ⅲ Ⅳ

Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ

居宅介護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%

重度訪問介護 37.2% 38.2% 35.7% 36.7% 30.2% 24.8%

同行援護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%

行動援護 41.1% 42.1% 39.6% 40.6% 34.1% 27.7%

重度障害者等包括支援 25.2% 26.2% 19.1% 16.7%

生活介護 9.3% 9.7% 9.2% 9.6% 7.9% 6.7%

施設入所支援 18.6% 19.3% 16.5% 14.2%

短期入所 18.6% 19.3% 16.5% 14.2%

療養介護 16.4% 17.1% 16.2% 16.9% 14.3% 12.6%

自立訓練（機能訓練） 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%

自立訓練（生活訓練） 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%

就労選択支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

就労移行支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

就労継続支援Ａ型 10.8% 11.2% 10.6% 11.0% 9.1% 7.5%

就労継続支援Ｂ型 10.5% 10.9% 10.3% 10.7% 8.8% 7.4%

サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ
Ⅲ Ⅳ

Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ

就労定着支援 11.5% 11.9% 9.8% 8.1%

自立生活援助 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%

共同生活援助
（介護サービス包括型 ）

16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%

共同生活援助
（日中サービス支援型）

16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%

共同生活援助
（外部サービス利用型）

22.7% 23.3% 22.4% 23.0% 20.8% 16.8%

児童発達支援 15.2% 15.8% 14.9% 15.5% 13.9% 11.7%

医療型児童発達支援 19.7% 20.3% 19.4% 20.0% 18.4% 15.0%

放課後等デイサービス 15.5% 16.1% 15.2% 15.8% 14.2% 11.9%

居宅訪問型児童発達支援 15.0% 15.6% 13.9% 11.7%

保育所等訪問支援 15.0% 15.6% 13.9% 11.7%

福祉型障害児入所施設 30.5% 32.0% 30.1% 31.6% 26.2% 23.5%

医療型障害児入所施設 28.5% 30.0% 28.1% 29.6% 24.2% 22.1%

サービス区分 福祉・介護職員等処遇改善加算（新設）

計画相談支援 5.1%

地域相談支援（地域移行支援） 5.1%

地域相談支援（地域定着支援） 5.1%

障害児相談支援 5.1%
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